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資料１ 



施策１ 魅力ある泉区づくり 

交通アクセス等利便性が向上し、泉区の魅力がより高まる好機に泉区内外の多くの方々に「住

むなら泉区」と感じてもらうため、泉区の魅力を広く発信するとともに、泉区ならではの農業や

伝統文化、深谷通信所跡地等の地域特性を生かしたまちづくりを進めます。 

施策２ 地域活動の広がるまちづくり 

活発な地域活動が継続されるよう、自治会町内会や多文化共生・スポーツを含めた活動支援、

担い手支援に取り組み、地域のつながりづくりを推進します。また、地域協議会を運営し、地域の

声を施策に生かします。 

施策３ 安全・安心なまちづくり 

区民が安全に安心して暮らせるよう、防災体制の整備・強化や地域防災の担い手支援等の防災・

減災対策、防犯・交通安全対策、食とくらしの安全等の取組を推進します。 

施策４ 健康と福祉のまちづくり 

いつまでも住み慣れた地域でいきいきと暮らせるよう、地域包括ケアの推進や健康づくり、高

齢者・障害者の支援に取り組みます。また、地域と連携し第４期地域福祉保健計画を策定します。 

施策５ 子育てしやすいまちづくり 

地域の中で安心して子育てができるよう、出産前からのサポート、保育施設・地域団体等との

協働・連携による子育て支援や相談体制の充実を進め、妊娠期から子育て期まで切れ目なく支援

します。 

施策６ 信頼される身近な区役所づくり 

区庁舎の環境整備や区民ボランティアによる案内を通じて、区民が利用しやすく親しみやすい

区役所づくりを進めます。また、区民に対し、様々な情報を的確に提供・発信します。 

都心へのアクセス向上など利便性が高まる中、「これからもずっと泉区に住み続けたい」

「泉区に住みたい」と思っていただけるよう、泉区への関心と愛着を高めるとともに泉区な

らではの魅力を区外にも広く発信することで定住・転入を促します。また、泉区で安全に安

心して暮らせるよう、地域の皆様と連携しながら、区民一人ひとりが力を発揮できる魅力的

で持続可能なまちづくりに取り組んでいきます。 

令和２年度 泉区予算案について 

共感と信頼の泉区 区民とつくる元気の出る泉区 

～＃住むなら泉区～ 
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令和２年度泉区予算案

（単位:千円）

令和２年度（Ａ） 令和元年度（Ａ） 差引（Ａ）-（Ｂ） 備  考

△ 353
(△0.37%) 　

242
(0.61%)

12,956
(2.15%)

12,845
(1.74%)

（単位:千円）

令和２年度（Ａ） 令和元年度（Ａ） 差引（Ａ）-（Ｂ） 主な事業

△ 2,431
(△11.60%)

2,575
(12.79%)

106
(0.54%)

3,541
(42.79%)

△ 932
(△11.46%)

△ 3,212
(△17.02%)

△ 353

(△0.37%)

（単位:千円）
令和２年度（Ａ） 令和元年度（Ａ） 差引（Ａ）-（Ｂ） 備  考

4
(0.02%)

238
(1.33%)

242
(0.61%)

（単位:千円）
令和２年度（Ａ） 令和元年度（Ａ） 差引（Ａ）-（Ｂ） 備  考

4,992
(3.53%)

130
(1.91%)

1,619
(4.47%)

3,463 地区センター（４か所）
(2.35%) 集会所（しらゆり）

79 こどもログハウス（いずみ台公園）
(0.93%)

1,223 区民文化センター（テアトルフォンテ）
(1.18%)

348 老人福祉センター（泉寿荘）
(0.92%)

1,662 コミュニティハウス（８か所）
(2.56%)
△ 267 スポーツセンター（泉スポーツセンター）

(△0.6%)
△ 293 子供の遊び場（７か所）

(△19.51%) 町のはらっぱ（６か所）、スポーツ広場（１か所）
0

(-)
12,956
(2.15%)

10,000

37,832

計 40,220 39,978

6,949 6,819

36,197

105,287 104,064

8,591

４　健康と福祉のまちづくり

５　子育てしやすいまちづくり

11　区庁舎・区民利用施設修繕費

10　広場・遊び場

９　スポーツセンター

３　公会堂

２　土木事務所

６　区民文化センター

７　老人福祉センター等

８　コミュニティハウス

５　ログハウス

615,995

44,328

40,220 39,978

（３）区庁舎・区民利用施設管理費
区　分

17,901

１　統合事務費

２　統合事業費

６　信頼される身近な区役所づくり

１　魅力ある泉区づくり

（１）自主企画事業費

18,518 20,949

・いずみっこ子育て支援事業【重点】
・妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援充実事業【重点】

15,665

計

・区役所環境向上事業
・窓口案内ボランティア事業

19,702 19,596
・防災対策事業【重点】
・防犯対策推進事業
・交通安全対策推進事業

22,081

３　安全・安心なまちづくり

１　区分別総括表

95,609 95,962

615,995 603,039

751,824 738,979

自主企画事業費

区庁舎・区民利用施設管理費

統合事務事業費

２　内訳

7,202 8,134

18,877

22,077

38,180

95,609

603,039

１　区庁舎等

２　地域活動の広がるまちづくり

区　分

151,044

8,512

（２）統合事務事業費

・地域力支援事業【重点】
・自治会町内会振興事業
・多文化共生推進事業

11,817 8,276
・泉区地域包括ケア推進事業【重点】
・和泉川健康みちづくり事業【重点】
・泉区地域福祉保健計画推進事業【重点】

22,705 20,130

147,581

10,000

計

計

1,209 1,502

146,393

95,962

区　分

広報よこはま泉区版の発行や市民相談、各種委員の活動費

生活保護や戸籍・住民登録等に係る事務費

66,465 64,803

44,061

18,139

37,816

４　地区センター等

141,401

・定住・転入促進事業【重点】
・いずみ文化振興事業
・深谷通信所跡地等活用事業
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令和２年度 泉区個性ある区づくり推進費自主企画事業 予算案 

施策１ 魅力ある泉区づくり（５事業） 

１８，５１８千円（前年度２０，９４９千円） 

事 業 項 目 事 業 概 要 

１ 定住・転入促進事業 

 

【５，９３０】 

【区政推進課】 

交通アクセス等利便性が向上し、泉区の魅力が高まる好機に泉区内外の多く

の方々に「泉区に住み続けよう」「住むなら泉区」と感じてもらうためのプロ

モーションの取組を進めます。泉区ならではの魅力を暮らしの視点で情報発信

するとともに、区民や区内の事業者などと連携した魅力づくりを推進し、定住

転入の促進を図ります。 

(1) 情報発信（４，０００） 

泉区への関心、愛着心、交流人口の増加を目的に、泉区の様々な魅力を

包括的に伝える専用ウェブサイトやインスタグラム、動画、パンフレット

などを作成して区民や事業者等と連携して活用し、泉区の居住イメージや

生活の魅力を発信します。 

(2) 魅力向上・魅力創出（１，９３０） 

泉区に関わる様々な方や民間事業者、ウェブサイト等との連携により泉

区の新たな魅力を掘り起こすとともに、魅力の向上を図ります。インスタ

グラムでの「＃住むなら泉区」をキーワードにした投稿の引用や農体験な

どを通じて、泉区ならではのライフスタイルの具現化や泉区に関わる全て

の方が泉区の魅力の発信者になることに繋げていきます。 

  

重点 
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コラム① 定住・転入促進 ～シティセールスプロモーションの取組～ 

区内外の若い世代に泉区を知ってもらうことで、泉区を訪れる交流人口の増加、泉区の居住地とし

てのイメージ定着を図り、区民の愛着心の向上、定住転入の促進につなげるため、「泉区で暮らす魅

力」の視点で情報を発信していきます。 

【泉区公式インスタグラム】 

泉区民が日常の暮らしで出会う魅力を写真と動画で紹介する 

泉区インスタグラムを、平成 30 年 10 月に開設しました。区役所 

の発信に加えて、区民から投稿された画像も紹介しています。 

※ フォロワー数：727（令和２年１月 24 日現在） 

 

◇「＃住むなら泉区」インスタグラムキャンペーン 

より多くの方に泉区の魅力を発見・発信していただくことを 

目的として、区公式アカウントのフォロー促進のための 

キャンペーンを実施しています（令和 2 年 2 月 29 日まで）。 

 

 

【定住転入促進ウェブサイト】 

泉区ホームページに専用サイトを開設し、泉区の暮らし 

をテーマとして、交通アクセス、ライフスタイル、子育て 

支援などの情報を発信しています。 

「横浜で叶えるスローライフ」をテーマとした動画を制作し、 

ウェブサイトや交通広告等を通じて、区内外へ広く発信します。 

 

 

 

 

【相鉄・JR 直通線開通関連事業】 

令和元年 11 月 30 日に開通した相鉄・JR 直通線を機に泉区に関心と愛着を持ってもらうこと

を目的として、いずみ中央駅アーケード・駅前・地蔵原の水辺のエリア一体で広報活動及び鉄道事

業者等と連携したイベント「～はっしん！泉区～いずみ中央フェスティバル」を 12 月 14 日に実

施しました。 

◇主な当日プログラム 

・ひかりの実の展示及びワークショップ 

・ヒダノ修一氏プロデュースのステージショー 

・The Floorriorz（フロリアーズ）によるブレイクダンスとワークショップ 

・スタンプラリー、縁日（相鉄グループ） 

・地域ケアプラザ地域交流コーディネーター連絡会、移動販売、インスタグラムキャンペーン等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

<「はっしん泉区！～いずみ中央フェスティバル～」各プログラムの様子> 

4



２ 農を生かしたまちづくり事業 

【５２４】 

【区政推進課】 

泉区の地域資源である農について、区民が理解を深め、活動に関わっていく 

ための取組を推進します。 

(1) 農産物を生かしたまちづくり事業（２６５） 

  ア 地産地消広報紙「いずみ自慢」を発行し、広報よこはま泉区版への掲載

やＰＲボックスへ配架するほか、ウェブページと連携し、利用者層の拡

大へつなげます。 

  イ 地産地消サポート店の新規登録支援及び広報等を行います。 

(2) 農の活動推進事業（２５９） 

  ア 援農団体の活動支援をすることで、高齢化や担い手不足に悩む農家の支

援につなげます。 

  イ 区民を対象に農作業の体験講座を実施し、援農等の活動へ関わるきっか

けを提供します。 

 

 

 

 

 

 

３ 商店街振興支援事業 

【１,４６２】 

      【地域振興課】 

区内商店街の振興や賑わいづくりを支援し、商店街活性化に向けた取組を展

開します。 

(1) 商店街振興・賑わいづくり事業（１，３４２） 

商店街との意見交換会などを通じ、賑わいづくりに向けたイベントやプロ

モーションの取組を行います。また、賑わいづくりと商店街の活性化に向け

たイベントとして、泉区商店街連合会加盟の飲食店による、泉区マスコット

キャラクターを活用した「いっずんカレー」が期間限定で販売されます。２

回目となる今回は、カレーライスに加えて、カレーパンが登場予定です。 

(2) 商店街情報発信支援事業（１２０） 

広報よこはま泉区版や「商店街ガイドマップ」（ホームページ）などにより、

商店街や各店舗等の企画内容を情報発信し、商店街の振興に向けて活動を広

く区民へ周知します。 

 

 

 

 

  

○ 商店街活性化イベント助成事業【経済局区配】 

商店街が実施するイベント事業を支援し、地域と商店街のふれあいを深め、商店街の賑わいの創出及び

活性化を図ります。 

○ 援農コーディネーター支援事業【環境創造局事業】（１００） 

労働力が不足している農家と、農家への手伝いを希望している市民を結びつける、援農団体の活動を支

援します。 

〇 身近に感じる地産地消の推進事業【環境創造局事業】（６００） 

  区内の直売所・収穫体験農園や地産地消店舗等を一体的に紹介する広報コンテンツを制作します。 
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４ いずみ文化振興事業 

【４，５８３】 

【地域振興課】 

泉区の文化振興を図るため、区内の文化団体による作品等の創作、展示、発

表の活動を支援するとともに、泉区における伝統文化の保存、継承、普及啓発

の取組を推進します。 

(1) 文化振興事業（９８０） 

  ア 泉区民文化祭 

文化振興委員会の活動、新規団体や個人参加者の募集等を支援し、区

内の文化活動の活性化を図ります。 

  イ 区民ホール事業 

文化振興委員会展示部門・発表部門が企画実施するそれぞれの展示や

発表を支援します。 

  ウ 泉つるし飾り展 

泉区の歴史的な区民手作りのつるし飾りを、区民ホールに展示します。 

併せて、天王森泉館などの区内施設にて同時期に開催する、つるし飾

り展のＰＲを行います。 

(2) いずみ伝統文化保存事業（３，３９８） 

泉区の伝統文化である「横浜いずみ歌舞伎」「太鼓・お囃子」「相模凧」

の保存・継承・普及を図る「泉伝統文化保存会」の活動を支援し、泉区の

伝統文化の活性化、持続化の取組を推進します。 

また、区の魅力発信及び当該事業の広報強化を目的として、10 月の横浜

いずみ歌舞伎公演の開催時期に合わせて広告を展開します。 

(3) 伝統文化を通じた次世代育成事業（２０５） 

地域に伝わる伝統文化の活動者と次世代を担う青少年が交流する機会を設

け、泉区の“伝統文化”を体感してもらうとともに、機会提供及び普及活動

を展開します。 
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５ 深谷通信所跡地等活用事業 

【６，０１９】 

【区政推進課】 

深谷通信所跡地において、区民が利用できる区域を広場として開放するとと

もに、広場利用を促進する取組を行います。また、跡地利用等に関して、地域

の意見・要望の調整等を行います。 

(1) 広場等管理運営（５，８８７） 

跡地内の一部区域を区民が利用できる広場として開放し、定期的な草刈り

を実施するとともに、日常的な管理運営を行います。また、多くの区民に利

用してもらえるよう、広場を活用したイベントを実施します。 

(2) 協議会運営支援（１３２） 

跡地利用等に関する協議、情報提供、地域の意見・要望の調整を行う泉

区深谷通信所返還対策協議会の運営を支援します。 

  

○ 跡地利用推進事業【政策局事業】（１８，６００） 

跡地利用の具体化に向けて検討を進めるとともに、暫定利用期間中の本市管理区域の維持管理を行い

ます。 

○ 旧深谷通信所跡地利用関連道路計画検討調査事業【道路局事業】（２０，０００） 

外周道路や、外周道路と環状３号線・環状４号線を結ぶ連絡道路についての検討を進めます。 

○ 大規模施設跡地墓地整備事業【健康福祉局事業】（８９，２００<全市>） 

深谷通信所跡地での公園型墓園の整備に関する調査、手続きを進めます。 

○ 米軍施設跡地の公園の事業推進【環境創造局事業】（１２２,０００） 

  深谷通信所跡地での公園整備に向け調査、手続きを進めます。 
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コラム② 深谷通信所跡地中央広場について 
 

◇経緯 

平成 26 年６月 
深谷通信所が返還 
 
平成 26 年 9 月 

「旧深谷通信所跡地利用基本計画の 
考え方」を公表 
 
平成 28 年 10 月 

  深谷通信所跡地中央広場を設置 
 
平成 30 年２月 

 深谷通信所跡地利用基本計画の策定 

 

 

◇深谷通信所跡地中央広場活用イベント（Ｈ28～） 

深谷通信所の返還を実感できるよう、中央広場の広々としたはらっぱを活用し、様々な事業と 

連携した泉区役所主催イベントを開催しています。 

【R1 実施状況】 

開催：令和元年 11 月 16 日（土）10：00～15：00 

・ 防災ゾーン：防災ゲーム・クイズコーナー、はしご車展示・搭乗体験など 

・ スポーツゾーン：トランポリン体験（トランポリン選手によるデモンストレーション）、 

アーチェリー体験、スポーツクライミング（ボルダリング）体験など 

・ 子ども・環境ゾーン：ポニー乗馬体験、子ども動物園、分別釣りゲームなど 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ◇ 広場利用活性化に向けた環境整備 

深谷通信所跡地中央広場の利用活性化や、深谷通信所跡地の理解促進のために必要な環境整備 

などを行っています。 

 

   ・簡易仮設トイレ 

   ・ベンチ 

   ・掲示版  など 

 

 

  

全体 水消火器体験 はしご車搭乗体験 

トランポリン選手による 
デモンストレーション 

アーチェリー体験 ポニー乗馬体験 

ベンチ 掲示板 
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等を関係者と調整しながら行います。 

○ 緑地保全制度による指定の拡大・市による買い取り事業【環境創造局事業】（７,６７３,１４３＜全市＞）

区内のまとまりのある樹林地の保全を進めます。

○ 持続可能な住宅地推進プロジェクト【建築局事業】（５，０００）

市民や企業等と協働・連携し、相鉄いずみ野線各駅で、魅力的な地域資源を活かしたまちづくりを進めます。

○ 泉ゆめが丘地区土地区画整理事業【都市整備局事業】（６２５，９３３）

建物等の移転補償、都市計画道路や区画道路等の基盤整備工事を進めます。

○ 地域交通サポート事業【道路局事業】（４０，０００＜全市＞）

地域にふさわしい交通サービスの実現に向けた地域主体の取組に対して、活動経費助成や調査の実施支援

○ ガーデンシティ横浜の推進（各区連携）【環境創造局区配】（４４，９０６＜全市＞）

花壇の設置、地域やイベントとの連携により、区民が花や緑に親しむ機会を増やす取組を行います。

○ 横浜市民の読書活動推進事業【教育委員会事務局区配】

読書に親しむきっかけづくりや図書貸出を行う区民利用施設間の情報共有ネットワークづくり等を行い

ます。また、第二次横浜市民読書活動推進計画を踏まえ、「泉区読書活動推進目標」の見直しを行います。 
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施策２ 地域活動の広がるまちづくり（９事業） 

２２，７０５千円（前年度２０，１３０千円） 

事 業 項 目 事 業 概 要 

１ 地域力支援事業 

 

【８，１０６】 

【区政推進課】 

【福祉保健課】 

【地域振興課】 

自治会町内会をはじめ区民活動団体や福祉保健活動団体、各種委嘱委員等の

地域の様々な主体による地域活動がこれからも継続されていくために、現役世

代を含めた幅広い区民の地域活動への参画を推進します。また、自主的な地域

運営や課題解決の取組に対する支援を充実・強化する中で、様々な機会を通じ

て、地域と課題解決に向けた意見交換等を進めます。 

(1) 持続可能な取組支援（４，５７４） 

  ア 各種委嘱委員の活動を支援するため、区ホームページでの活動事例の

紹介や、外部サイトでの委嘱委員を対象とした情報提供を行います。 

イ 安定した地域活動が維持・継続できるよう、地域活動に携わる方の 

活動状況や経験等に応じた講座等を開催します。 

  ウ 新しい地域活動、社会参加の在り方の情報発信のため、区内商業施設

を会場に「あなたの力発揮！応援フェア」を２日間にわたり開催しま

す。ミニセミナーのほか相談ブースなどを設け、新たな層からの人材

発掘、地域の負担軽減、高齢者の就労などの課題について考えるきっ

かけとします。 

  エ 地域住民の居場所の開設・運営を目指す地域に対し、コーディネータ

ーの派遣や相談対応など、活動の実施に向けた支援を行います。 

  オ 年度当初の補助金申請手続等に関する相談を実施し、地域活動の初任

者等の事務負担の軽減を図ります。 

(2) 課題解決に向けた取組支援（３，５３２） 

   ア 泉区全体に関わる課題などに対する提言・提案、地域の課題解決の活動  

に関する情報交換などを行う「泉区地域協議会」の運営支援を行います。 

イ 「地区経営委員会」が行う多様な地域活動が持続するため、各地区経

営委員会の運営支援や地域運営補助金の活用支援等を行います。 

  ウ 地域の課題解決に向けた取組を支援するため、広報紙や区ホームペー

ジ等による地域活動の事例紹介や各地区へのコーディネーターの派遣

等を行います。 

  エ 地域活性化のため、地域、大学等の連携や若年層の意見を取り入れる

機会を設けるなど、多角的な施策の実行に向けた取組を実施します。 

  オ 地域支援に従事する職員等に対する研修を実施し、地域支援に必要な

スキル・ノウハウの習得や総合調整力の向上を図ります。 

   カ 地区担当や地域福祉保健計画地域支援チーム等を中心に、地域との

「顔の見える関係づくり」を進めます。 

  

重点 

○ 元気な地域づくり推進事業【市民局区配】 

・地域活動の人材育成、地域のつながりづくりを推進するため、地域団体などとの協働により、まちづく

り講座や事例研究などを行う「泉区まちづくりみらい塾」を開講します。 
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コラム③ 地域力支援事業 

 

泉区は地域活動が活発に行われ、自治会・町内会や各種委嘱委員をはじめとした区民の皆さまの

多様な活動により、地域の課題解決や安心・安全、見守りなどの取組が進められています。担い手

の高齢化等の様々な状況により地域活動が停滞することのないよう、地域活動を持続させていくた

めの取組の支援や、地域の課題解決に向けた取組に対する支援を実施しています。 

 

・「あなたの力発揮！応援フェア」 

   令和元年度から実施している「あなたの力発揮！応援フェア」では、地域活動、就労、健康

長寿などの様々なテーマのミニセミナーを開催するほか、相談ブースや展示コーナーを設け、

区民の皆さまの活動や就労を応援しています。 

 

 

 

 

 

 

 

・泉区地域協議会 

区政の運営や事業、地域に関わる区の施策などについての意見交換や、担い手不足等地域の

課題解決に向けた情報交換をするため、月１回程度、各地域の方が集まり議論を行っています。 

    

 

 

 

 

 

 

 

・地域と区のつどい 

泉区内 12 地区連合における課題や要望に対し、地域と区が課題を共有し、解決に向けた話

し合いを行う場として、毎年、地区ごとに開催しています。（令和元年：６～７月、10～11 月）  
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２ 地域交流行事支援事業 

【１，７００】 

【地域振興課】 

地域が主催する地域住民の交流の機会を支援し、住民相互の連帯意識を高

め、地域コミュニティの醸成を図りながら活力ある地域社会づくりを推進しま

す。 

(1) 地区連合主催行事支援事業（１，２００） 

地域、地区のコミュニティづくりを推進するため、地区連合自治会町内

会が主催する夏まつりや運動会、文化祭などの開催を支援します。 

(2) 泉区民ふれあいまつり支援事業（５００） 

泉区に対するふるさと意識、区民の連帯意識を醸成するため、泉区民ふ

れあいまつりの開催を支援します。 

３ 自治会町内会振興事業 

【２，４４９】 

【地域振興課】 

住みよいまちづくりに貢献している自治会町内会活動を振興するため、行政

情報等の提供を進めます。また、自治会町内会長や役員に対する表彰等を行

い、敬意と感謝の意を表するとともに、自治会町内会の掲示板やホームページ

を活用した情報発信の取組を支援します。 

(1)  自治会町内会交流推進事業（２，０９９） 

掲示物や回覧物などの行政情報等を自治会・町内会へ送付します。 

地域活動に貢献された自治会町内会長に対して表彰等を行い、敬意を表

します。また、自治会町内会の役員に感謝状を贈呈します。 

(2)  自治会町内会掲示板整備補助事業（３００） 

自治会町内会の掲示板の新設・補修等の整備工事費の一部を補助します。                

(3)  自治会町内会ホームページ作成支援事業（５０） 

自治会町内会がホームページを作成する上での諸問題の解決に向けた支

援を行います。 

 

 

  

○ 地域活動推進費補助金交付事業【市民局区配】 

自治会町内会、地区連合自治会町内会等が実施する環境美化、防災・防犯活動等の公益的活動に対する

経費の一部を補助します。 

○ 自治会・町内会館整備費補助事業【市民局区配】 

自治会・町内会館の新築や増改築、改修、修繕等に対する経費の一部を補助し、事務手続きなどを支援

します。              （改修：本郷町内会、修繕：緑園連合自治会・上和泉西部自治会） 
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４ 区民活動支援センター事業 

【６４３】 

【地域振興課】 

区民の活力ある諸活動の推進や、自治会町内会の課題解決に向けた活動の支

援を図るため、いずみ区民活動支援センターにおいて、地域活動や生涯学習に

関する情報提供・相談、多様な地域の人材の発掘・活用、地域活動を行う個人・

団体への活動支援等を行います。 

(1) 区民活動支援センター運営事業（６４３） 

   ア 区民活動に関する相談業務を実施し、学習機材等を貸出します。 

   イ 区民活動支援センターの認知度を高め、事業内容を広報するため、区民    

活動情報紙「センターだより（いずみ区民活動支援センター情報誌）」

等を発行します。 

   ウ 区民活動団体の広報を支援するため、人財バンク登録者の展示会や発表    

会を区民ホールや区内の施設等で開催し、活動内容を紹介します。 

   エ 区民利用施設ネットワーク会議を開催し、自主企画事業の事例や企画立    

案に向けた課題等の情報共有を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○ 元気な地域づくり推進事業【市民局区配】 

・人財バンク事業 

   地域のマンパワーを地域のまちづくりにつなげるため、ボランティアやサークル活動団体、個人の

「泉区人財バンク」への登録・利用を促進します。併せて、登録データを冊子やホームページで公開

し、地域での活躍の機会を提供します。 

・区民活動支援事業 

   自治会町内会や区民活動団体等が地域まちづくりの推進に必要となるノウハウの習得やスキルアッ

プを支援するため、地域活動実践講座を実施等します。併せて、地域活動団体の運営面での課題解決

に向けた取組や、区民のまちづくりについてのコミュニケーション等を促進し、マッチングの場や機

会の提供を行い、区民活動を促進します。 

    区民の地域活動や生涯学習へのきっかけづくりのため、人財バンク登録者による講座や区民活動団

体の体験会を実施するとともに、区の魅力を高めるなどの生涯学習に関する講座を実施します。 
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５ 多文化共生推進事業 

【２，７４７】 

【地域振興課】 

【こども家庭支援課】 

 多様な文化を持つ人々がお互いの文化を尊重し、協働しながら地域づくりを

進めることができるよう、外国籍等区民に対する支援を行うとともに、外国籍

等区民が地域の構成員として地域活動に参加できる取組等を支援します。 

(1) 多文化共生まちづくり推進事業（９９０） 

多くの外国籍等区民が暮らすいちょう団地地区において、地域と協働し、

自主的・自立的に取り組む住民の交流会や懇談会、多言語による日常生活等

に係る情報提供等の取組を支援します。 

(2) コミュニケーション支援事業（１，４４６） 

  ア 外国籍等区民が、生活に必要な情報を得られるよう、多言語の生活情報    

紙「泉区リビングガイド」や行政からのお知らせのほか、各種手続案内

等について情報発信を行います。また、外国籍等区民の集住地区である

いちょう団地内において、地域活動や外国籍等区民に関心のあるテーマ

等の情報発信を支援します。 

  イ 外国籍等区民を対象に、日常生活に支障とならないレベルの日本語能力    

の習得を目指した日本語教室を開催するとともに、地域ボランティアに

よる日本語教室を実施します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 外国籍等区民への子育て支援事業（３１１） 

日本語に対応できない子育て中の区民を対象に、通訳等のサポートを行い

ます。                      ＜ベトナム語・中国語＞ 

  ア 乳幼児健診後のフォローや個別心理対応時に通訳が同行・同席し、きめ

細かな子育て支援を行います。 

  イ 北上飯田保育園において、地域ボランティア「ことばサポーター」を活

用し、子育てサロンを開催します。 

  

○ いずみ多文化共生コーナー【国際局区配】 

多文化に関する情報を収集し、外国籍等区民に対して情報提供、各種窓口の紹介等を行う「いずみ多文

化共生コーナー」を運営します。 

○ 元気な地域づくり推進事業【市民局区配】 

・外国籍等区民活動支援 

外国籍等区民に対して日本語の習得やライフスタイル、文化の理解等をサポートする地域ボランティア

の人材を養成する講座を開催します。また、世代や国籍等を問わず、住民がお互いの文化や生活習慣への

理解を深めていくことができるよう、多文化・多世代交流の取組を充実します。 
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６ 区民スポーツ振興事業 

【１，７４８】 

【地域振興課】 

区民の健康志向の高まりに併せて、スポーツの振興を図るため、地域のスポ

ーツ振興団体やスポーツ大会、教室を実施する団体への支援を充実します。ま

た、地域資源を活用したスポーツ振興イベントを開催し、区民がスポーツに取

り組む機会を提供します。 

(1) スポーツ振興団体支援事業（１，１６０） 

泉区体育協会が企画・運営する区民スポーツ大会やスポーツ教室・講習会

等の開催を支援します。 

(2) 地域資源を活用したスポーツ振興啓発事業（５８８） 

東京 2020 オリンピック・パラリンピックの開催にあたり、区民のスポー

ツへの関心を高め、スポーツを始めるきっかけづくりとなる区民参加型のス

ポーツイベントを開催します。 

 
７ 水・緑・みち魅力づくり 

支援事業 

 【２，１７２】 

【区政推進課】 

【土木事務所】 

泉区の緑環境の保全を地域団体と連携して進めるとともに、和泉川や村岡川

などの流域において地域団体等との協働により、区の特性に対応した魅力づく

りを行います。 

また、担い手不足が課題となっている道路・公園・水辺における愛護会等

活動が維持・継続できるよう支援を強化します。 

(1) 緑環境保全（４５２） 

地域資源のひとつである貴重な緑環境を守る活動を支援します。 

また、区の花あやめの認知度を上げ、地域に目を向けてもらえるよう、

普及団体の活動支援等、あやめの普及のための取組を行います。 

(2) 公共施設・公有地での緑の管理（２０） 

(3) 魅力づくり支援（４５０） 

和泉川や村岡川などの流域、立場駅前交通広場の花壇などで活動する団

体に花苗の提供などを行い、地域の魅力づくりを支援します。 

(4) 愛護会活動支援（１，２５０） 

愛護会活動にかかる技術指導などの講習会の実施、草刈りなどの活動を

支援するための機材の貸与などを行うとともに、新たな担い手づくりのた

めに、視察会や合同のつどいの開催、活動の広報などを通じて、愛護会と

地域の新たな連携を促進します。 

  

○ スポーツ推進委員支援事業【統合事業費】（１，７５８） 

市委嘱のスポーツ推進委員が行うスポーツ振興や啓発事業等の活動を支援します。 

 

○ 東京２０２０オリンピック・パラリンピック横浜市推進事業【市民局区配】 

東京２０２０オリンピック・パラリンピックにあたり、コミュニティライブサイトの開催や区民参加型

のスポーツイベントを実施します。 
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８ ごみ減量化推進事業 

【２，４６７】 

【地域振興課】 

   

更なるごみ減量と脱温暖化に取り組み、豊かな環境を次世代に引き継ぐた

め、「ヨコハマ ３Ｒ夢
ス リ ム

プラン」に基づき、市民・事業者の皆様による自主的で

自分らしい３Ｒ夢行動を大切にしながら「横浜らしい循環型社会」に向けて、

ごみの減量化、温室効果ガス削減を推進しＳＤＧs※につなげます。 

※ＳＤＧsとは、2015年国連サミットにおいて採択された、2030年を期限とする 17の持続可能

な開発のための目標 

(1) ごみ減量化活動支援事業（２，４６７） 

  ア 地域が主体となって取り組むごみの減量化推進や集積場所周辺の環境

美化等の活動に対する補助金を、連合自治会町内会（12 地区）に交付

します。 

  イ 発生抑制等によるごみ総量の削減啓発チラシや、「ヨコハマ ３Ｒ夢
ス リ ム

プ

ラン」の認知度を高めるため啓発物品等を作成します。 

  ウ 自治会・町内会、地域団体、小学校・保育園等を対象に、出前講座や

地域イベント等を通して３Ｒ行動の普及・啓発を進めます。 

  エ 商業施設や地域等と連携し、継続的な啓発活動・キャンペーン等に取

り組みます。 

  オ きれいな街づくり、３Ｒ夢プランの推進、緑化の推進に功労のあった

個人及び団体を表彰します。 

 

 

 

 

９ 脱温暖化行動啓発事業 

【６７３】 

【区政推進課】 

身近な脱温暖化行動に対する区民の理解を深めることを目的に、家庭で取り

組める省エネ行動の広報や緑のカーテンづくりを推進します。 

(1) 省エネ行動等啓発事業（１４０） 

イベント等を通じて、身近な省エネ行動等の啓発を行います。 

(2) 緑のカーテン普及事業（５３３） 

緑のカーテンづくりを推進するため、植物の種等の配布を行うととも

に、緑のカーテン写真を募集・発信するなどし、取組体験の共有と拡散を

図ります。 

○ クリーンタウン横浜事業【統合事業費】（８３８） 

清潔できれいな街ヨコハマの実現に向け、美化推進重点地区において、美化推進員による定期清掃及び

啓発活動を実施します。 
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施策３ 安全・安心なまちづくり（５事業） 

１９，７０２千円（前年度１９，５９６千円） 

事 業 項 目 事 業 概 要 

１ 防災対策事業 

 

【８，３６６】 

【総務課】 

【福祉保健課】 

【高齢・障害支援課】 

【生活衛生課】 

 いつ何時起こるかわからない多種多様な災害から、区民の生命・身体及び財

産を守るため、安全・安心なまちづくりを目指して、地域や関係機関との連携

を一層強化し、震災、風水害対策の課題に着実に取り組みます。特に、町の防

災組織（自治会町内会）の取組を積極的に支援し、地域防災活動の活性化を図

るとともに、継続的に防災に携わる人材の確保・育成に取り組みます。 

(1)  地域防災の担い手支援事業（３，０６１） 

ア   区民の自助・共助による防災・減災の取組を推進するため、地域や防

災関係機関と連携した防災フェアを実施します。ゲーム感覚で楽しみ

ながら消火・救出・救護などの知恵や技を学べるプログラムにより、

幅広い世代に対し、防災活動への参加を促進します。  

イ  参加型の防災教育として体験型防災アトラクションを実施します。特に

若い世代に対し、災害を自分事として考えるきっかけを作り、地域の防

災活動への参加に繋げます。 

ウ  町の防災組織に対して子育て世代や災害時要援護者等の訓練対象別に

効果が期待される防災プログラムを整備すると共に、プログラムを地

域内で実践できる人材を養成するための研修会を実施し、地域の防災

担い手確保を図ります。 

エ  「災害に強い地域づくり」を推進するため、町の防災組織等を対象とし

た研修会を実施します。 

オ   地域の要請に応じて防災の普及啓発を行うための出前講座や、防災ま

ち歩きなど地域の特性に応じた支援を行います。 

カ   発災時に地域の円滑な安否確認ができるよう、安否確認の取組事例を

紹介するとともに、安否確認用グッズを自治会・町内会に配付し共助

の取組を推進します。 

キ   災害時要援護者支援を推進するため、町の防災組織等との協定締結に

よる災害時要援護者名簿の提供や、災害時要援護者支援に関する説明

会を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点 

○ 地域の防災担い手育成事業【総務局区配】 

地域の防災担い手を育成し、町の防災組織を中心に自助・共助の取組を推進します。 

○ 「町の防災組織」活動費補助金【総務局区配】 

「町の防災組織」が行う自主防災活動に対し、補助金を交付し、地域防災体制の確立を図ります。 

○ 災害時要援護者支援事業【健康福祉局区配】 

災害時要援護者の安否確認や避難支援等の活動が円滑に行われるよう、地域での取組を支援します。 
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(2)   広報・啓発事業（４５０） 

ア  世代に応じた広報媒体を活用し、防災・災害に関する情報を発信します。 

イ 区民の防災意識向上のため、防災講演会を開催します。 

 

 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 

(3)  地域防災拠点機能強化事業（１，４６５） 

ア 地域防災拠点運営委員会連絡協議会総会を開催し、「地域防災拠点開    

設・運営マニュアル」等を地域防災拠点運営委員会へ配布します。 

併せて、地域防災拠点の運営に尽力いただいている方を表彰します。                      

イ 地域防災拠点運営委員会委員を対象に、地域防災拠点の開設・運営方

法や備蓄資機材の取扱い方法についての研修会を実施します。 

ウ 地域防災拠点の参与及び動員参集する職員等を対象に拠点の開設・運

営についての研修会を実施します。 

エ 外国人避難者の受入れや避難生活支援を行う際のコミュニケーション

用資機材を整備します。 

オ 地域防災拠点内の感染予防対策として、衛生用品等を配備します。 

カ 地域防災拠点へ配布している衛生対策ポスターの内容更新、追加及び

補充を行います。 

キ 地域防災拠点に配備されている資機材の取扱い研修会を開催し、防災ラ

イセンスリーダーの知識・技術の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 災害対策備蓄事業【総務局事業】 

更新の済んでいない移動式炊飯器を更新するとともに、発電機、投光器各１台を全拠点で取扱いやメン

テナンスが容易なものに更新します。 

○ 地域防災活動奨励助成金【総務局区配】 

地域防災拠点運営委員会連絡協議会に対して、連絡協議会及び地域防災拠点運営委員会が実施する研

修・広報・訓練等の運営経費及び防災資機材の維持管理経費の一部として奨励助成金を交付します。 

○ 情報伝達手段強化等事業【総務局事業】 

地震や風水害等に関する緊急情報を発報する防災スピーカーを、防災行政用デジタル移動無線網を活

用して、区役所、消防署、地域防災拠点等に整備します。 

○ 家具転倒防止対策助成事業【総務局事業】 

自ら家具転倒防止対策を講じることが困難な世帯を対象に、家具転倒防止器具の取付けを無料で代行し

ます。 

○ 感震ブレーカー等設置推進事業【総務局事業】 

出火危険及び延焼拡大危険等の高い地域の住宅を中心に、大震災発生時に自動的に住宅の電気供給を遮

断する感震ブレーカー等の設置を推進することにより、出火率を低下させ、火災被害の軽減を図ります。 

○ 横浜防災ライセンス事業【総務局事業】 

地域防災拠点の資機材取扱いに関する実践的な講習を実施し、受講した資機材取扱いリーダーが地域防

災拠点での防災活動に参画することで、地域防災力の向上を図ります。 
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(4)  防災体制の整備・強化事業（２，５８１） 

ア 防災関係機関と連携し、災害発生時に的確な対応ができるよう、防災

連絡協議会総会を開催します。 

イ 震災対応能力の更なる向上を図るため、「防災週間」「防災とボランテ

ィア週間」に、地域防災拠点、関係機関と連携した泉区災害対策本部

運営訓練を実施します。 

ウ 警察・消防等と連携し、風水害対策訓練を実施します。 

エ 区職員を対象に、区防災計画等についての研修会を実施します。 

オ 区本部の運営に必要な資機材を整備します。また、災害用携帯電話・

衛星携帯電話等区本部の資機材の維持管理を行います。 

カ 風水害時において指定緊急避難場所等に避難した区民が安心して待機

できるよう、指定緊急避難場所運営資機材を整備します。 

 

 

 

 

 

(5)  災害時医療調整・保健活動事業（３９２） 

ア 発災時に区内医療関係機関等と連携し、迅速、的確な医療救護活動が

できるよう、災害医療連絡会議を開催し、訓練を実施します。 

イ 保健師、栄養士等による避難所巡回健康相談活動が適切に行えるよう

必要な保健、医療用品を備蓄します。 

ウ 家庭での食料品の回転備蓄の啓発や、災害時の調理方法の工夫などに

ついて周知するための講座を食生活等改善推進員と連携しながら、各

地域で開催します。 

(6)  災害時ペット対策事業（４１７） 

ア 地域防災拠点等に災害時ペット同行避難訓練をはたらきかけ、地域の

理解を深めます。 

イ 地域防災拠点訓練に併せ災害時のペット同行避難用品や啓発パネルの

展示、パンフレットを活用した説明等を行うことで、ペットの飼い主

に災害時の備えについて周知します。 

ウ 地域防災拠点運営委員会に出張講座を行い、災害時のペット同行避難

の具体的な運営方法等の説明を行うことで円滑な拠点運営を支援します。 

エ 啓発パンフレット「災害時のペット対策」改訂版を増刷します。 

  

○ 災害時下水直結式仮設トイレ整備事業【環境創造局事業】 

災害時のトイレ機能を確保するため、地域防災拠点や液状化被害想定区域内の応急復旧活動拠点（市区

庁舎）、災害拠点病院で、災害時下水直結式仮設トイレ（災害用ハマッコトイレ）の整備を行います。 

（整備：上飯田小学校、西が岡小学校、和泉小学校、緑園東小学校） 

○ 消防団の充実・強化事業【消防局事業】 

消防団の災害対応力の向上に向け、器具置場を整備します。 

・三柱神社入口信号交差点北西側市有地（泉消防団第四分団第１班） 

・鯉ケ久保ふれあいの樹林南西側市有地（泉消防団第一分団第３班） 
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２ 防犯対策推進事業 

【５，２９１】 

【地域振興課】 

 地域・団体・事業者の自主防犯活動を支援するとともに、防犯に関する啓発

活動や講習会等により、区民の防犯意識の向上を図り、安全・安心な泉区を目

指します。 

(1) 地域連携事業（９６９） 

  ア 12 地区連合の防犯担当者、泉警察署、泉防犯協会、区役所で構成する    

地域防犯担当責任者会議を開催し、情報交換や課題解決に向けた検討等    

を行います。 

  イ 「振り込め詐欺」や「還付金等詐欺」その他の犯罪等の未然防止を図るた

め、メーリングリスト「いずみ安全・安心メール」の運用・配信等の広報

啓発活動を行います。また、防犯活動の取組等を紹介するパネル展を実施

するとともに地域防犯まちづくりニュースを発行します。 

(2) 地域防犯力支援事業（３，３２４） 

  ア 12 地区連合が取り組む自主防犯活動を支援するとともに、自治会町内

会に対して、のぼり旗やステッカー等の防犯関連用品を提供します。 

  イ 泉警察署との連携を強化し、地区連合や自治会町内会等を対象とした防

犯講習会や合同防犯パトロールを実施します。 

  ウ 愛犬の散歩を活用した「わんわんパトロール隊」を継続し、地域による

防犯活動をきめ細かく展開します。 

  エ 新入学児童用の防犯ブザーの購入に係る費用の一部を助成するととも

に、地域ぐるみで児童・生徒を見守る「こども１１０番の家」の設置を

支援し、プレート等を配付します。 

  オ 地区連合及び自治会町内会の防犯カメラの画像記録部について、修繕等

の費用を補助します。 

(3) 地域防犯対策巡回警備事業（９９８） 

児童・生徒が犯罪に巻き込まれないことを目的として、下校時間帯に区内

の学校周辺を重点に、青色回転灯装着車による巡回パトロールを実施しま

す。 

 

  

○ 落書き防止事業【市民局区配】 

落書き行為の防止に関する理解と関心を深めるため、広報啓発活動等を行います。また、落書き消去に

必要な物品を提供する等、自治会町内会や団体等が行う活動を支援します。 

○ ＬＥＤ防犯灯設置事業【市民局事業】 

地域の防犯環境の向上と温暖化対策等を促進するため、ＬＥＤ防犯灯の整備を行います。 
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３ 交通安全対策推進事業 

【４，８３６】 

【地域振興課】 

 交通事故のない安全な泉区を目指して、地域、関係機関・団体などと連携を

強化し、交通安全キャンペーン活動や子ども・高齢者の事故防止を重点とする

交通安全啓発活動を実施します。 

(1) 泉区交通安全対策協議会運営事業（３９２） 

  ア 各季の交通安全運動において、区内の交通事故の発生状況を考慮した交

通安全啓発活動を行います。また、泉区交通安全対策協議会だよりを発

行し、活動の取組を紹介します。 

  イ 交通安全協会などの団体が実施する交通安全教室や自転車の乗り方教

室、啓発活動と連携し、総合的な交通安全対策を展開します。 

(2) 交通安全マナーアップ推進事業（７９６） 

  ア 小学生を対象とするスローガンコンクールを実施し、児童が交通安全に

ついて考える機会を提供するとともに、最優秀作品を啓発活動に活用し

ます。 

  イ 交通安全と交通事故防止に功労のあった個人・団体、年間交通事故ゼロ

を達成したスクールゾーン対策協議会に表彰を行います。 

(3) 子ども交通安全対策事業（３，６４８） 

  ア 各学校の交通安全対策の取組に関する情報交換、意見交換等を行う通学

路安全対策連絡会を開催し、様々な活動の取組を支援します。 

  イ スクールゾーン対策協議会や自治会・町内会、関係機関と連携し、児童

などの見守り活動等を支援するとともに、まちの景観保全等に配慮した

小型公共表示（電柱巻）を設置するなど、通学路の安全対策を図ります。 

４ 自転車等放置防止事業 

【４４０】 

【地域振興課】 

 駅周辺の放置自転車等の抑制を強化するため、自転車等放置防止推進協議会

が行う自転車走行のマナーの向上や自転車等駐車場利用の促進等の啓発活動を

支援します。また、各協議会の情報共有等を図るため、自転車等放置防止推進

協議会連絡会を開催します。 

  

○ 自転車マナーアップ事業【道路局区配】 

自転車等放置禁止区域内にマナーアップ監視員を配置し、自転車等駐車場の適正利用の指導啓発、放置

自転車等へ啓発札の貼付を行います。また、自転車と歩行者の錯綜が多い駅では、押し歩きへの協力やな

がらスマホ、ヘッドホン着用運転の自粛等を含めた自転車利用者のマナーアップ啓発に取り組みます。 
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５ 「食とくらし」の安全・ 

動物愛護推進事業 

【７６９】 

【生活衛生課】 

 食中毒予防など「食の安全・安心」やハチの駆除、動物との共生など「くら

しの安全」に対する高い関心に応えるため、関係団体と協働して普及啓発や支

援を行います。さらに、食品取扱施設、社会福祉施設等の衛生管理向上のため

に「食とくらしの安全」を支援します。 

(1) 食とくらしの安全・安心サポート事業（３４０） 

  ア 泉区食品衛生協会と協力し「食中毒予防啓発キャンペーン」を開催し

ます。                                           

  イ 食中毒予防を中心に保育園・高齢者福祉施設への立入調査を実施し、

衛生支援を行います。 

  ウ 地域や団体の要望に基づく食品衛生出前講習会を開催し、衛生意識の

向上を図ります。 

  エ 地域のお祭りなどのイベントにおける食中毒を予防するため、模擬店

等食品提供者を対象に衛生講習会を開催します。 

  オ 食中毒警報及びノロウイルス食中毒警戒情報の発令時にホームページ

を活用した注意喚起を実施します。 

  カ 区内飲食店等からの食中毒発生を予防するため、HACCP※導入支援の講

習会実施など啓発指導を行います。 

※HACCPとは、安全で衛生的な食品を製造するための衛生管理方法の国際標準 

(2) ハチの自主駆除支援事業（１００） 

  ア 区民からの駆除・相談に対し、電話による相談対応や現地での助言を

行います。また、安全に駆除するための「ハチ駆除用機材」や「蜂防

護セット」の貸出を行います。 

  イ 「ハチの巣は早期発見早期駆除」と「アシナガバチの巣の自主駆除」

を普及するため区役所窓口、関係団体等で啓発リーフレットを配布

し、より広く区民へ啓発します。 

(3) 犬や猫の適正飼育普及啓発事業（２６１） 

  ア 散歩での糞尿被害や鳴き声など犬の苦情を軽減するため、春に実施す

る狂犬病予防注射時に犬の適正飼育等のチラシを配布し、飼い主への

普及啓発を行います。 

  イ 飼い主のマナー向上のため｢犬の飼い方教室｣を開催し、適正飼育及び

災害時の備え（訓練）について普及啓発を行います。 

  ウ 飼い主のいない猫の問題に対して、啓発パンフレットの活用や地域で

の講習会等の実施により、地域猫活動を推進します。 

  エ 全国動物愛護週間（９月 20日～26日）に合わせて、保育園児が描く 

｢どうぶつ絵画展｣を開催し、動物愛護に関する啓発を図ります。 

(4) 蚊媒介感染症防止啓発事業（６８） 

ア 蚊に刺されない対策と蚊の発生源を減らすため、区役所窓口、関係団

体等で啓発リーフレットを配布し、より広く区民に啓発します。 

イ 自治会町内会からの要請に基づき啓発リーフレットを配布します。 

また、区役所で駆除機材の貸出しを行います。 
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○ 消費生活推進員活動事業【統合事業費】（１，５１９） 

安全で快適な区民の賢い消費生活を推進するため、消費生活推進員に対して、悪質商法によるトラブルや

被害防止等に関する知識習得のための研修を実施し、自主的な啓発活動を支援します。 

○ 道路整備事業【道路局区配・局事業】 

・都市計画道路中田さちが丘線は、令和２年度の供用に向け、県道瀬谷柏尾との接続部分の整備工事を 

行います。 

・中田第 27 号線等、区内６箇所の道路整備事業について、用地取得及び道路整備工事を実施します。 

○ 河川改修事業【道路局区配・局事業】 

・浸水対策として、和泉川において新幹線横過部の河川改修工事を完成させるとともに、旧河川との取り 

付け部や管理用通路の舗装工事などを行います。阿久和川では橋際橋の橋りょう改修に着手します。 

・令和元年に引き続き、和泉川、阿久和川、宇田川において河道等安全確保対策事業で河道内の樹木の伐 

採や河床の浚渫工事を行います。 

○ 下水道整備事業【環境創造局事業】 

和泉町、中田南で浸水対策工事を行うほか、和泉中央北二丁目から和泉町 1290 番地先にかけて中和田雨

水幹線工事に着手します、地域防災拠点において４か所のハマッコトイレの整備と合わせて、流末下水道管

の耐震化工事（領家中学校、葛野小学校）を実施します。 

○ 公園再整備・改良工事【環境創造局区配】 

・西が岡三丁目公園で再整備工事を実施するほか、八幡山公園など区内の９公園で施設改良工事を実施し 

ます。また、しらゆり公園で植栽工事及び園路を活用したグリーンインフラ整備を実施します。 

・和泉中央北五丁目に新たに街区公園を整備します。 
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施策４ 健康と福祉のまちづくり（６事業） 

１１，８１７千円（前年度８，２７６千円） 

事 業 項 目 事 業 概 要 

１ 泉区地域包括ケア推進事業 

 

【２，０３０】 

【高齢・障害支援課】 

団塊の世代が 75歳を迎える 2025年に向けて、横浜型地域包括ケアシステム

の構築に向けた『泉区行動指針』（平成 29年度策定）と、地域福祉保健計画の

一体化を図り、より関係機関と連携しながら、高齢者が安心して暮らせる地域

づくりを進めます。 

(1) 泉サポートプロジェクト支援事業（１，２３０） 

泉サポートプロジェクトで進めている「地域貢献・公益的活動」のうち、

移動に困難を抱える高齢者に対する外出機会の確保に向けた取組を支援し

ます。 

(2) 地域包括ケア普及啓発事業（４０５） 

既存のリーフレット等を増刷し、地域包括支援センターの周知を図ると

ともに、高齢者支援にかかる事業の更なる普及啓発を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(3) 多職種連携のための情報共有ツール作成（２００） 

高齢者が安心して在宅療養ができるよう、医療・介護関係者に必要な情

報をお薬手帳と一緒に持ち歩ける情報共有ツール「私のおぼえがき」につ

いて普及啓発を進めます。 

(4) 緊急時の支援（９５） 

親族からの支援が望めない高齢者等の緊急入院・入所の際の移送費や日

用品を支給します。 

(5) 高齢者社会参加支援（１００） 

老人クラブ活動の活性化や交流を促進するため、功労者表彰、講演などが

行われる泉区シニアクラブ大会の開催を支援します。 

 

  

○ 認知症支援事業【健康福祉局区配】 

認知症になっても、周囲の理解や見守り、家族を支えることにより、住み慣れた地域で暮らし続けるこ

とができるよう、認知症に関する普及啓発、相談、緊急対応事業を行います。 

○ 地域づくり型介護予防事業【健康福祉局区配】 

元気なうちから介護予防に取り組む地域づくりを目指し、講演会や広報等による啓発活動を実施します。 

また、地域で高齢者の自主的な介護予防活動が継続的に行われるよう、地域の人材育成や関係機関との

連携を図り活動を支援します。 

○ 地域包括ケア推進事業【健康福祉局区配】 

第４期泉区地域福祉保健計画と連携を深め、一体的な計画として泉区行動指針を更新し、横浜型地域包

括ケアシステムの構築に向けた泉区アクションプランとしてまとめます。 

 

重点 
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コラム④ 和泉川健康みちづくり事業 

和泉川では、平成 30 年度末に新しい河川の通水が完了しました。令和２年度からは和

泉川の河川管理用通路を活用して河川沿いの遊歩道を整備します。この遊歩道は、横浜市

が実施する「健康みちづくり推進事業」に基づき、健康みちづくりルート広域版（複数の

区をまたぐルート）の「川辺を歩くせせらぎルート（いずみ中央駅～三ツ境駅）」の一部と

なります。 

泉区では、関係局と連携して和泉川沿いにベンチや日陰を作るパーゴラ、距離標などを

整備するとともに、近隣の公園を活用して新たにトイレや健康遊具を設置します。 

完成後は、区民のみなさんが楽しみながら介護予防・健康づくりなどに取り組めるよう

に、和泉川健康みちづくり事業を進めていきます。 

２ 和泉川健康みちづくり事業 

 

【２，２３０】 

【福祉保健課】 

【高齢・障害支援課】 

【土木事務所】 

和泉川の遊歩道整備と併せて、区民が日常生活の中で自身の健康づくりに

興味、関心を持って、楽しみながら運動やウォーキング等ができるよう、和

泉川の水辺を活用した介護予防・健康づくりの取組を進めていきます。 

(1) 和泉川健康みちづくり事業（２，２３０） 

区民の介護予防・健康づくりの場として活用してもらうために、和泉川

の水辺のコースガイドマップの作成や遊歩道の完成に伴うオープニングイ

ベント等を実施します。 

 

 

 

 

  

重点 新規 

○ 健康みちづくり推進事業【道路局区配・局事業】 

和泉川の河川管理用通路を活用して遊歩道に必要な施設整備を実施します。  

出典：健康みちづくり推進事業実施計画 横浜市道路局 
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３ 健康づくり活動支援事業 

【２，６０９】 

【福祉保健課】 

運動習慣の定着、食習慣の改善を目的に、保健活動推進員や食生活等改善推

進員、関係機関と連携して健康づくりの活動を支援するとともに、活動を通じ

て、健康に対する意識向上や地域での仲間づくりなどを進めます。また、がん

の予防及び検診の啓発に取り組みます。 

(1) 健康づくり推進事業（６８） 

働き・子育て世代などを対象に、生活習慣病予防のための運動、ウォー  

キング、栄養（食事）、歯科予防等を取り入れた健康づくり講座を参加しや

すい日時で実施します。 

(2) 食習慣の改善事業（４１３） 

  ア 生活習慣病の予防のための食事相談を行います。 

  イ 食育の普及のため、食生活等改善推進員会の協力を得ながら、地場野

菜を使った料理教室を行います。 

(3) がん検診啓発事業（２１０） 

地域の祭りや区民ふれあいまつりなどのイベントにおいて、大腸がん、

胃がんをはじめとした様々ながんの予防及び検診の啓発を実施します。 

(4) 乳幼児健診時の保護者への健康づくり事業（１，１９２） 

ア ４か月児健診の保護者等を対象に、自身の口腔ケアとむし歯菌の母子

感染予防を目的に、個別相談・指導を実施します。 

イ ３歳児健診の保護者等を対象に、自身の食生活の改善の相談や骨密度

測定を実施します。 

ウ ３歳児健診の母親等を対象に、乳がんの自己触診方法の体験や乳が

ん、子宮がん等の予防及び検診の啓発を行います。 

(5) 生活習慣改善啓発事業（７２６） 

ア 生活習慣病予防をテーマに相談、健康測定、パネル展示、啓発等の健

康づくりイベント等を実施します。 

イ 区庁舎１階に常設している健康づくり情報コーナー「チョコット立ち

寄り健康チェック」で時季やトピックスにあわせた健康づくり情報の

展示と啓発を行います。 

  

○ 地域で活動する健康づくり団体への支援【健康福祉局区配】 

・保健活動推進員や食生活等改善推進員（ヘルスメイト）に対して、活動をサポートしながら協働して区

の健康づくり事業や地域イベントでの健康啓発を実施します。 

・食生活等改善推進員養成講座（食事改善セミナー）において、地域活動の充実に向けたリーダー育成を

実施します。 

○ 健康横浜 21 推進事業【健康福祉局区配】 

健康増進計画である健康横浜 21 に基づき、受動喫煙防止の啓発強化、糖尿病等の重症化予防及び生活

習慣の改善の取組、歯科口腔保健関係事業を行うとともに、がん検診・特定健診の普及を進めます。 
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４ 障害児・者社会参加促進支援事業 

【２，１９０】 

【高齢・障害支援課】 

 障害児・者が地域で安心して生活できるよう、当事者・地域・行政が協働

し、障害理解の啓発活動を通し、障害児・者の地域生活を支えあう風土づくり

を進めます。また、区内の障害者施設の連携強化を促進し、障害者の自立と社

会参加の促進を図るとともに、難病患者とその家族を支援します。 

(1) ふれあい“ザ”いずみ軽スポーツ大会支援（１，８２１） 

障害児・者への理解・啓発を目的に、障害者施設利用者や中学生・大学生等が 

参加する軽スポーツ大会の開催を支援します。 

 

 

 

 

(2) 自主製品等販売活動支援事業（３２９） 

ア 区総合庁舎区民ホールにおける施設・地域作業所による自主製品の販

売活動を支援します。 

イ 横浜市営地下鉄戸塚駅構内で区内の障害者施設が連携し行っている泉

区産農作物等の販売活動を支援します。 

(3) 難病支援（４０） 

  難病患者とその家族を対象とする交流会の開催を支援します。 

５ 移送サービス支援事業 

【２８０】 

【福祉保健課】 

 泉区社会福祉協議会が高齢者・障害者等に対して行っている移送サービス事

業について、経費の一部を補助します。 

(1) 移送サービス支援事業（２８０） 

ア 移送専用福祉車両２台による移送サービスを実施します。 

  イ 送迎時に介助が必要な方に対してボランティアを派遣します。 

  ウ 運転・送迎介助ボランティアの情報交換会を実施します。 

エ 送迎コーディネーター（受付者）と区社会福祉協議会職員とで、利用

者への対応・苦情等に関するミーティング（情報交換）を行います。 

   オ 車椅子の短期貸出し無料サービスを行います。 

○ 障害理解のための普及・啓発活動【健康福祉局区配】 

泉区社会福祉協議会が主催する「福祉の作品展」を支援するとともに、各種イベント等を活用し、障

害理解のための普及・啓発を行います。 

 

 

○ 感染症対策事業【健康福祉局区配】 

・区内の結核の患者及び家族に対する支援及び接触者健診の実施や、区内の学校・施設等で感染性胃腸

炎などが発生した際に感染拡大防止のための保健指導等を行います。 

・高齢・障害施設や保育所等の福祉施設で感染症が発生した際に適切な対応ができるよう、施設者向け研

修会を開催します。 
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６ 泉区地域福祉保健計画推進事業 

 

【２，４７８】 

【福祉保健課】 

 「支え合い・助け合いが活きる！元気の出るまち泉」を基本理念に、地域の

課題を地域で解決し、地域の支え合いによって誰もが安心して健やかに暮らせ

るまちを目指す「第３期泉区地域福祉保健計画」（計画期間：平成 28年度から

令和２年度まで）について、区社会福祉協議会、地区社会福祉協議会、地域ケ

アプラザ、関係機関等と協働して、具体的な取組を進めます。また、第４期区

計画を策定します。 

(1) 区計画の推進（１６８） 

地区別計画推進組織、活動団体、関係機関等とともに、地区別計画の情

報交換、区計画の進ちょく状況の確認や評価（振り返り）、計画推進におけ

る課題や対応策の検討・提案、福祉保健センター業務の課題解決等を行う

場として、泉区地域福祉保健推進協議会を開催します。 

(2) 第４期計画策定（１，６５０） 

第４期泉区地域福祉保健計画を策定し、計画冊子及び概要版リーフレッ

トを発行します。 

(3) 第４期計画お披露目イベント（６６０） 

策定した第４期泉区地域福祉保健計画を区民にお披露目・周知するた

め、イベントを開催します。 

○ 地域ケアプラザ運営事業【健康福祉局区配】 

  地域における福祉保健の活動拠点として、地域ケアプラザの運営を行います。 

○ 福祉保健活動拠点運営事業【健康福祉局区配】 

地域における市民の自主的な福祉保健活動のための場である福祉保健活動拠点の管理・運営を行い

ます。 

○ 地域包括支援センター運営事業【健康福祉局区配】 

地域ケアプラザにおいて、介護予防ケアマネジメントをはじめ、福祉保健サービス等の総合的な利用の

相談・調整等を行う地域包括支援センターを運営します。 

 

○ 生活支援体制整備事業【健康福祉局区配・局事業】 

地域包括ケアシステムの構築に向け、区社会福祉協議会・地域ケアプラザに配置された「生活支援コー

ディネーター」が中心となり、多様な主体による高齢者の生活支援・介護予防の体制整備に向けた取組を

進めます。 

○ 元気な地域づくり推進事業【市民局区配】 

12 地区ごとの地区別計画をさらに推進していくため、各地区のアクションプランの発行や、地域支援

チームリーダー連絡会を開催します。また、第３期計画に関する地域や関係機関の取組発表を行う推進イ

ベントや、地域との協働を進めるための地域支援チーム研修を実施します。 

○ 第４期地域福祉保健計画策定事業【健康福祉局区配】 

第４期泉区地域福祉保健計画の策定を行います。 

重点 
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○ 介護予防・生活支援サービス事業【健康福祉局事業】 

有償・無償のボランティア等により提供される住民主体による支援を行う団体に対する補助事業（サービ

スＢ等）を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 生活保護事業【健康福祉局区配・局事業】 

生活保護法に基づいた、被保護者に対する生活保護費の支給を行います。 

○ 生活困窮者自立支援事業【健康福祉局区配・局事業】 

生活困窮者自立支援法に基づき、生活保護に至る前の段階から自立に向けた包括的な相談支援を実施し

ます。 

○ 初期救急医療対策事業【医療局事業】 

旧水道局戸塚・泉地域サービスセンターの跡地に泉区休日急患診療所・南西部夜間急病センターの整備を

進めます。 

 

○ 松風学園再整備事業【健康福祉局事業】 

入居者の居住環境改善のため個室化等の設計を進めるとともに、既存建物の一部を解体します。 

また、同園敷地の一部を活用して民設入所施設を整備するため、設置運営法人が実施設計を行います。 

○ 在宅医療連携拠点事業【医療局事業】 

市民が安心して在宅医療・介護を受けられるよう、区医師会と協力して在宅医療連携拠点を運営します。 

患者家族や病院からの相談業務のほか、在宅医療に関する市民向け講演会、医師向け研修を行います。 

 

○ 高齢者用市営住宅等生活援助員派遣事業【健康福祉局事業】 

高齢者用市営住宅等の入居者の在宅生活を支援するため、生活援助員を派遣し、生活相談、安否確認及び

緊急時対応などを行います。また、高齢化率が高く福祉的対応が必要な一般公営住宅（泉区では上飯田団地

にて平成 31 年４月から事業開始）に生活援助員を派遣しています。 
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施策５ 子育てしやすいまちづくり（４事業） 

 ７，２０２千円（前年度８，１３４千円） 

事 業 項 目 事 業 概 要 

１ いずみっこ子育て支援事業 

 

【１，５３０】 

【こども家庭支援課】 

 親子が地域で孤立せずに安心して育児ができるよう支援します。 

(1)  パパ・ママ子育て支援事業（１，２４２） 

  ア  母親・両親教室 

    妊娠から出産までの母体や心理の変化、お産や育児に関する理解を深

めるため、妊婦編と産後編の母親・両親教室を開催します。 

   イ 赤ちゃん教室 

初めて育児を行う養育者（妊婦も参加可能）を対象に「赤ちゃん教室」

（区内 10か所、各 10 回/年）を開催し、仲間づくりと育児相談を行

い育児不安の軽減を図ります。また、虫歯予防や離乳食についての講

話を実施します。 

(2)  乳幼児健診等保育サポート事業（１７８） 

乳幼児健診等の会場に保育ボランティアを配置し、複数の子どもを連れ

た養育者に対して、安心して健診を受けていただけるよう子どもの見守り

を行います。 

(3)  子ども家庭支援相談普及啓発事業（１１０） 

乳幼児期から学齢期までの相談窓口である「子ども・家庭支援相談」に

ついて、リーフレットを作成します。 

就園・就学時に配布する（５月）など、広く区民にＰＲします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

重点 

○ こんにちは赤ちゃん訪問事業【こども青少年局区配】 

出産後早期の子育て家庭に横浜市委嘱訪問員が訪問し、子育て情報の提供など、子育てを支援します。 

 

○ 子育て支援者事業【こども青少年局区配】 

身近な地域の人材を「子育て支援者」として活用し、地域の中で養育者へ支援を行うとともに、安心し

て子どもを産み育てることができる環境を醸成します。 

○ 地域子育て支援拠点事業【こども青少年局区配】 

地域子育て支援拠点「すきっぷ」との協働により、親子の居場所の提供、子育て相談・情報の提供を

行うとともに、地域の子育て支援ネットワークの推進、人材育成、子育てサロン・親子サークルの支援

等を行います。 

子育て支援連絡会、親子サークルリーダーへの支援、子育てサロンへの支援などを実施します。 

○ 横浜子育てサポートシステム事業【こども青少年局区配】 

子どもを預けたい人（利用会員）と預かれる人（提供会員）が登録し、子育てを支える事業を、地域子

育て支援拠点「すきっぷ」の運営法人に委託して実施します。 
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２ 妊娠期から子育て期まで

切れ目のない支援充実事業 

 

【３，４６７】 

【こども家庭支援課】 

子どもと養育者が安心して地域社会で生活ができるよう妊娠期から子育て期

まで切れ目のない支援を充実させ、児童虐待の予防から発生時の迅速な対応に

取り組みます。 

(1)  早期養育支援事業（６６３） 

母子訪問にあわせて、区独自の養育チェックシートを通じて母親の心理

状態の把握と必要なサービスにつなげる等のきめ細かな支援を実施し、産

後うつの早期発見や児童虐待の未然防止を図ります。 

(2)  子ども虐待予防支援強化事業（１，９１１） 

子どもの虐待予防のため、速やかに必要な支援につなげられるように相

談員を配置して、面接や電話等による相談の充実を図ります。 

相談者が抱える課題を総合的に捉え、行政の制度の適用のほか、地域や

関係機関につなぐなど、より丁寧に併走的に支援します。 

(3)  地域の子育て支援力向上事業（８９３） 

地域力を発揮した子育て支援の風土づくりを推進する住民向けの講演会

や「泉区子育て応援実施中」のサインの作成、傾聴ボランティアの育成な

どを通じ、乳幼児期の養育者が孤立することなく、安心して子育てができ

る泉区を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

重点 

○ ファミリーサポートクラス【こども青少年局区配】 

乳幼児健診等を通じて把握した不適切な養育のおそれのある養育者に対しグループミーティングを行

い、育児不安を解消し、児童虐待予防を図ります。 

○ 児童虐待防止啓発地域連携事業【こども青少年局区配】 

 ・区内関係機関の代表者が参加する要保護児童対策地域協議会実務者会議を実施します。 

 ・子供虐待防止推進の日（毎月５日）や児童虐待防止推進月間（11 月）での広報・啓発、区民を対象とし

た講演会等を実施します。 

   

○ 母子保健コーディネーターの配置【こども青少年局区配】 

こども家庭支援課に母子保健コーディネーターを配置し、主に妊娠届出時から産後４か月までの継

続した相談対応や母子保健のサービスの利用紹介等を行うことで、妊婦や養育者の不安や負担の軽減

を図り、児童虐待の未然防止や早期発見につなげます。 

泉区では平成 29年８月にモデル区として１名配置、令和２年４月１日に１名増員され２名配置で実

施します。 
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３ 保育施設・幼稚園等との協働 

による子育て支援推進事業 

【１，３５９】 

【こども家庭支援課】 

保育施設・幼稚園等と協働して情報発信を行うとともに、地域子育て支援を

進めます。また、保育ニーズへの丁寧な対応や関係者の協力により事業を進め

ることで、待機児童ゼロの継続につなげていきます。 

(1)  保育施設・幼稚園協働による保育施設 PR事業（３９５） 

  ア 保育施設・幼稚園・地域子育て支援拠点と協働し、区内育児支援情報

の提供と、保育施設・幼稚園の紹介や説明会、離乳食相談、保育・教

育コンシェルジュによる保育相談等を実施します。  

  イ 保育園園長会と連携し、未就労保育士や保育に関心のある方等を対象

に、就労支援講座を開催します。 

(2)  保育園地域支援事業（２５８） 

市立保育園において子育て家庭を対象に講座を実施し、親子の居場所を

提供するとともに、地域の高齢者や中学生等と園児が、生活や遊び等を通

して世代間交流を図ります。 

(3)  職場復帰講座（９６） 

育児休業等から職場復帰を希望する子育て家庭向けに、職場復帰する際

に直面する課題や解決方法等についての講座を開催します。   

(4)  保育サービス等の情報発信（６１０） 

保育施設・幼稚園紹介のウェブサイトや冊子で様々な情報を発信すると

ともに、出張相談等を行い、きめ細かな対応をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 子ども・子育て支援新制度における保育・教育の実施等【こども青少年局事業】 

子ども・子育て支援法に基づき、「教育・保育給付」の支給認定を受けた子どもに対する保育・教育を実

施します（保育所、認定こども園、小規模保育事業等）。また、保育・教育コンシェルジュを配置し、適切

な保育サービス等につなげるための支援を行います。 

※令和２年４月開設予定施設 

小規模保育事業：（仮称）鳩の森愛の詩小規模保育園（定員：18人） 和泉中央南五丁目 3509-4 

○ 乳幼児一時預かり事業【こども青少年局事業】 

育児に対する負担感や不安の軽減と、短時間の就労をされている方の保育ニーズを満たすため、一時預

かり事業を実施します。 
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４ 青少年を育むまちづくり事業 

【８４６】 

【地域振興課】 

地域の大人と子どもたちの交流の機会を設け、大人と子どもの顔と顔のつなが

る関係づくりを行います。また、次代を担う子どもたちの地域への愛着やふるさ

と意識を育み、将来の泉区を担う人材を学校や地域と共に育成するまちづくりを

目指します。 

(1) 地域の子ども交流支援事業（６３６） 

   ア 地域と協働し、区内地区センター等を中心とした５地区において、異な

る年齢の子どもたちが地域の大人と工作やスポーツを通して交流する取

組を定期的に実施します。 

  イ 地域と学校と協力し、事業の担い手の確保と地域に定着した活動に向け

て、中学生ボランティアの参画を促進します。 

(2) 地域連携青少年育成事業（１２０） 

青少年に関わる地域の団体が連携して行う青少年健全育成の取組を支援

し、児童が地域の大人たちと交流する機会を創出し、地域活動の担い手育成に

つなげます。 

(3) 区子ども会活動推進事業（９０） 

区子ども会育成指導者連絡協議会が行う活動を支援します。 

 

 

○ 寄り添い型生活・学習支援事業【こども青少年局・健康福祉局区配】 

生活保護世帯及び経済的困窮状態にある世帯の小中学生に対する生活・学習支援を実施します。また、

高校に行っていない子どもを含めた高校生世代に対し、将来の選択肢の幅を広げるために情報提供等の

支援を実施します。 

・生活支援事業：小中学生を対象に、区内１か所で実施          （利用者１人あたり週２回） 

・学習支援事業：高校進学を希望する中学生及び高校生世代を対象に、区内２か所で実施 

（利用者１人あたり週２回） 

○ 青少年指導員事業【統合事業費】（３，２３７） 

青少年の健全育成促進のため、泉区青少年指導員協議会の活動を支援します。 

○ 放課後児童育成事業【こども青少年局区配】 

区内の放課後キッズクラブ（16か所）・放課後児童クラブ（11 か所）の運営を支援し、児童の安全で健や

かな放課後の居場所を提供します。 

○ 学校・家庭・地域連携事業【統合事業費】（８９５） 

中学校区単位で学校・保護者・自治会町内会等の各種団体で組織する、学校・家庭・地域連携事業実行委

員会の青少年健全育成事業の実施や運営を支援します。 
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○ 就労困難な若者の社会参加促進事業【健康福祉局区配】 

不登校やひきこもり等の経験をもつ就労困難な生活保護受給中の若者及び生活困窮の若者を対象に、個別

相談及び地域の社会資源を活用した社会参加促進プログラム事業を実施します。 

○ ひきこもり等の専門相談の実施【こども青少年局事業】 

地域ユースプラザの職員を定期的に派遣し、区役所に専門相談の窓口を設置します。また、区民を対象

にひきこもり等困難を抱える若者への理解を深める内容のセミナーを実施します。 

  

○ 小中一貫校整備事業【教育委員会事務局事業】 

緑園義務教育学校の設置に向けた整備工事を行います（令和４年４月開校予定）。 
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施策６ 信頼される身近な区役所づくり（４事業） 

 １５，６６５千円（前年度１８，８７７千円） 

事 業 項 目 事 業 概 要 

１ 区役所環境向上事業 

【１１，６２７】 

【総務課】 

【税務課】 

 区庁舎の環境整備・窓口サービス向上を通じ、区民が快適で利用しやすい区

役所の実現に取り組みます。 

(1) 区庁舎の環境整備（４，８１４） 

区庁舎及び区民が利用する施設等において安全性、利便性、快適性を確

保するため、設備改修等の環境整備を行います。 

(2) 人権啓発講演会・窓口応対職員研修（９１１） 

区民を対象とした人権講演会を実施します。また、区民サービス向上を

目的として、職員を対象とした研修を実施します。 

(3) 税務申告窓口サービス向上（８３１） 

確定申告時に税理士等による医療費控除の申告相談を実施するととも

に、来庁者の円滑な誘導のため窓口案内を行います。 

(4)  区役所利用者一時託児（５，０７１） 

乳幼児を連れた区役所利用者へのサポートとして、区役所１階で一時託

児を実施します。 

２ 窓口案内ボランティア事業 

【１，１２６】 

【区政推進課】 

 公募の区民ボランティアが区庁舎で来庁者に挨拶や案内をすることにより、

親しみやすい区役所をつくります。また、区民視点から窓口応対や行政サービ

スについてのご意見、ご提案を伺い、区役所の業務改善につなげていきます。 

(1) 案内ボランティア（１，１２６） 

窓口案内に加え、定例会議や研修会などを実施します。 

３ 広報事業 

【１，６３８】 

【区政推進課】 

区民の理解を深め、共感を得、行動につなげていくため、区が保有する各種

広報媒体（泉区ホームページ、ツイッター等）を効果的に活用し、泉区の行政

情報や地域情報、生活情報を区民に的確に発信します。 

(1) 泉区ホームページの運営（１７８） 

区ホームページを通じて区政に関する情報を発信します。また、ホーム

ページと連動したツイッターの活用を進めます。 

(2) 泉区生活・防災マップの発行（６２０） 

区内の町区域や各種施設などを網羅した生活地図と地域防災拠点などの

防災地図をまとめた「生活・防災マップ」を作成・発行します。 

(3) 泉区生活便利帳の発行（４５０） 

区民に必要な生活情報をまとめた「泉区生活便利帳」を改訂し発行します。 

(4) 子ども向け広報事業（３６０） 

子どもが普段訪れる機会の少ない区役所の業務や区の施策を紹介する事

業を実施します。 

(5) 「いっずん」広報事業（３０） 

  泉区マスコットキャラクター「いっずん」を通じて、区民の区への愛着・

親しみの向上、泉区のＰＲに寄与します。 
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４ 区民相談事業 

【１，２７４】 

【区政推進課】 

 泉区内に居住する日本語による意思疎通が困難な外国籍等区民の生活を支援

するため、生活相談や翻訳を実施します。 

(1) 外国籍等区民生活相談（１，２７４） 

ア 中国語相談：週１回 

  イ ベトナム語等相談：週１回 

 

 

 

 

○ 広報よこはま発行事業【統合事業費】（８，０６０） 

・区民が安全・安心に生活できるよう、防災や防犯、地域活動や健康づくりなどの情報や、行政や施設の

情報などを伝えていくため、市版との一体感を保ちながら「広報よこはま泉区版」を編集・発行し、全

世帯配布に取り組みます。 

・福祉保健センターで実施する健診・相談などの事業について、年間日程等を掲載した「いずみ福祉保

健センターからのお知らせ」を年１回「広報よこはま」とあわせて配布します。 

○ 市民相談事業【統合事業費】（１，８３２） 

区民が抱える問題の解決を支援するため、法律相談・公証相談、交通事故相談・行政相談・行政書士相

談を実施します。 
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令和元年台風 15号及び台風 19号における対応と課題について 

１ 区警戒本部の活動 

台風 15号（９月８日～９日） 台風 19号（10月 10日～12日） 

区警戒本部 

(土木地区隊 

含む) 

９月８日（日）14:00設置 

９月９日（月）16:00廃止 

人員 ：延べ 28人 

10月 10日（木）15:00設置 

10月 13日（日）18:40廃止 

人員 ： 延 84人 

（13日 8:30～10:00通報対応含む） 

避難情報 

９月８日（日）17:00 

避難準備・高齢者等避難開始を発令 

（和泉町、岡津町の一部） 

９月９日（月）6:45 

避難準備・高齢者等避難開始を解除 

10月 12日（土）10:00 

避難準備・高齢者等避難開始を発令 

（和泉町の一部、岡津町の一部、 

上飯田町の一部） 

10月 12日（土）16:20 

避難勧告を発令 

（上飯田町の一部） 

10月 13日（日）0:20 

避難準備・高齢者等避難開始、避難

勧告を解除 

避難場所 

９月８日（日）17:00開設(２か所) 

岡津小学校 

ひなた山第三自治会館 

９月９日（月）６:45閉鎖 

※上飯田町で停電が続いていたこと

から熱中症対策用の臨時避難所を

上飯田地区センターに開設

(9日 21:00～翌８:30 避難者 10人) 

10月 12日（土）10:00開設(５か所) 

岡津小学校 

飯田北いちょう小学校 

ひなた山第三自治会館 

中田小学校 

泉区役所 

10月 13日（日）０:30閉鎖（２か所） 

10月 13日（日）７:00閉鎖（３か所） 

避難者数 １世帯４人 ５７世帯１２４人 

被害 

(令和元年 12月

31 日現在) 

・人的被害 なし 

・建物被害（一部損壊） 99件

・その他の被害 62件 

停電 約 4,800軒 

倒木、ビニールハウス倒壊等 

・罹災証明書発行件数  60 件 

・人的被害（軽症）  ２人 

・建物被害（一部損壊） 71 件

・その他の被害  51 件  

停電 約 1,800軒 

倒木、ブロック塀倒壊等 

・罹災証明書発行件数  46 件 

  ２ 広報 

   避難勧告等を発令するとともに、避難対象エリア等に対し広報を実施しました。 

(1) 区（市）ホームページ

(2) twitter

(3) Ｌアラート

(4) 広報車による巡回（避難勧告等発令地域のみ）

1
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３ 区民からの問い合わせへの対応 

(1) 避難に関する問い合わせ

台風 15号の他都市での被害が甚大であったことから、台風 19号では、台風接近の

３日ほど前から、自主避難したいと電話での問い合わせが多くありました。問い合わ

せのあった区民に対し、避難する際には食料、飲料水、防寒着等、個人で必要となる

ものは必ず持って避難するよう伝えたことで、円滑な避難所運営につながりました。 

  また、「早めに避難しようと近くの地域防災拠点（学校）に行ったが開いていな 

い」等の問い合わせがありました。風水害では、避難勧告等を発令した地域に対して 

避難場所を開設していることを説明すると共に、避難対象地域ではない方については 

自宅で過ごしていただくようお願いをしました。ただし、強風の被害が心配で避難し 

たいという問い合わせも多くあったことから、避難対象地域以外の避難者も受け入れ 

る臨時の避難場所を２か所開設しました（泉区役所、中田小学校）。 

台風最接近中の避難要望（問合せ）については、屋外への避難はかえって危険を伴

うことから、屋内のより安全な場所での待機を依頼しました。 

(2) 被害に関する通報

台風通過後に被害に関する通報が多くありましたが、区役所、土木、消防で情報共

有し、被害調査や倒木対応を円滑に進めることができました。 

４ 課題と今後の対応 

(1) 震災時と風水害時の避難所の違いの周知について

今回の台風により、震災時に開設される地域防災拠点と風水害時に開設される指

定緊急避難場所について区民に対し周知しきれていないことが改めて課題であるこ

とを認識しました。 

 広報よこはまや、地域向けの研修会、防災出前講座等において幅広く周知できる

よう進めてまいります。 

(2) 避難場所運営資機材について

夏場の体育館等で待機する避難者の熱中症対策が課題となっています。

熱中症を予防するための冷風機等の資機材整備について検討を進めてまいります。

(3) 停電時の対応について

停電が広範囲で発生したことから、「停電はいつ解消されるのか」といった問い合

わせ多数ありました。 

 停電復旧対応は東京電力にしかできず、問い合わせに対しては、東京電力ホームペ

ージに記載されている情報を提供するといった対応を行うことが現状です。 

今後も災害に伴う停電発生時には、積極的に東京電力に対し情報提供を求めていく

のと共に、停電が長期化するような状況においては、携帯電話等の充電スポットや熱

中症対策用の臨時避難所を開設するなどの支援を円滑に行えるよう検討する必要があ

ります。 

 これらの課題については市としての共通課題でもあり、危機管理推進会議において専

門部会を設置し検討を進めているところです。 
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台風 15号被害写真 

【新橋町 ゴルフ練習場 鉄柱折れ】 

【和泉町 電柱横倒れ】 【中田東一丁目 店舗看板落下】 

【下和泉三丁目 住家屋根剥がれによる電柱倒壊】 

【岡津町 倒木】 【和泉町 倒木】 

台風 19号被害写真 
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令和元年度泉区区民意識調査について（報告） 

１ 趣旨 

今後の区政の参考とさせていただくため、泉区民の皆さまに行政に対する考

えや意見などを把握する調査を実施しました。つきましては、調査結果がまと

まりましたので、ご報告いたします。 

２ 調査概要 

(1) 調査対象

泉区内に居住する 18歳以上の区民 3,000名

(2) 抽出方法

住民基本台帳から無作為抽出

(3) 調査方法

郵送によるアンケート調査

(4) 調査期間

令和元年７月１日～７月 16日

(5) 回収数

1,753通（回収率 58.4％）

３ 調査結果 

  別紙「令和元年度泉区区民意識調査結果報告」参照 

01101342
テキストボックス
　資料３





 

 

 

 

 

 

 

 

【調査結果の特徴】 

 泉区民が感じる泉区の魅力 
「自然が豊か・緑が多い」「住環境が良い」「静か」 

  記述式で記入していただいた泉区民が感じる泉区の魅力第１位は圧倒的に「自然が豊か・

緑が多い」でした。 

 

 泉区への定住意向 
約４人に３人が泉区に定住の意向。転出意向は１割。 

  定住意向は前回調査時とほぼ変わらず約４人に３人が泉区に定住する意向でした。 
 

 今後参加してみたい地域活動 
「災害に備えた活動」「健康づくりの活動」 

  近年多発する自然災害に備えた活動や健康に関する活動への関心が高まっています。 
 

 災害に対する備え 
「３日分以上の飲料水や食料の備蓄をしている」が６割程度 

 飲料水や食料を３日分以上備蓄している方が６割程度いる一方で、トイレパックの備蓄

をしている方は４割程度に留まりました。 

 
 
 
 
 
 

別 紙 

◆調査対象：泉区内在住の 18歳以上の 
男女無作為抽出 3,000人 

◆抽出方法：住民基本台帳から無作為抽出 
◆調査方法：郵送によるアンケート形式 
◆調査期間：令和元年 7月 1日～7月 16日 
◆回収数 ：1,753通（回収率 58.4％） 
 

泉区では、区民の皆さまに、今後の区政の参考とさ
せていただくため、区政に対する考えや意見などを把
握する調査を実施しました。定住意向、地域での支え
合い、防災等について、泉区内にお住まいの 18 歳以
上の方 3,000 人を対象に調査を行い、1,753 人の方
から回答を頂きました。 

裏面あり 

このほかにも、「生活環境全般」「買い物や飲食」「日常の交通行動」「防犯」「健康づくり」「高齢者福祉」
「子育て支援・青少年育成」等の調査も実施しています。報告書・概要版等の調査結果に関する資料は、
泉区ホームページ（https://www.city.yokohama.lg.jp/izumi/kusei/tokei/18ishikityousa.html）でご
覧いただけます。 
 



主な調査結果 

◆ 泉区民が感じる泉区の魅力              

  自由記述形式で、1,194人の方から、1,781件の意見をいただきました。主な回答は、次のとおりで

す。 

 

 

 

  「泉区の住環境のうち周りの人におすすめしたい点」についても「豊かな自然環境」（67.0％）が最多

でした。なお、泉区に居住したきっかけは、「住宅購入価格、家賃が手ごろなため」（26.4％）が最多で

あり、第２位の「住宅地そのものの環境（自然環境）が良いため」（25.5％）と同程度となっています。 

 
◆ 泉区への定住意向 

 

 

 

 

 

 
 
 
◆ 地域活動への参加 

   今後参加してみたい活動の上位３項目は次のとおりです。 

第１位 第２位 第３位 

災害に備えた活動 
健康づくりの活動（体操・ウォー

キング・食に関することなど） 
防犯・交通安全に関する活動 

15.5％ 15.1％ 8.8％ 

   30 歳、40 歳代では災害に備えた活動、50 歳代以上では健康づくりの活動へ参加したい意向が高

くなっていました。一方「今後参加するつもりはない」は 14.9％となっています。より多くの人が参

加できるようにするために必要なこととしては、「参加に必要な情報の提供」（47.3％）、「親しい人か

ら誘われるなどのきっかけ」（37.4％）、「体験会など、初めての人が参加しやすくする工夫」（36.9％）

が上位となっています。 

 
◆ 災害に対する備え 

   ご家庭での防災対策として、３日分以上の備蓄（飲料水、食料、トイレパック）を行っている家庭

は、飲料水、食料で６割程度となっている一方、トイレパックの備蓄は４割程度でした。 

飲料水 食料 トイレパック 

63.9％ 56.9％ 36.8％ 
 

住み続ける

34.1%

たぶん住み続ける

39.6%

たぶん転居

する

7.8%

転居する

2.2% わからない

14.6%

無回答 1.8%

ｎ=1 ,753

「住み続ける」（34.1％）、「たぶん住み続ける」

（39.6％）を合わせると 73.7％と、全体の約４分

の３の人に定住意向があります。 

「たぶん転居する」（7.8％）「転居する」（2.2％） 

は合わせて 10％となっています。 

 

〇自然が豊か・緑が多い 〇住環境が良い  〇のどかな環境  〇交通の便が良い 
〇人情がある・人柄がよい 〇横浜・湘南にアクセスしやすい   など        

※回答の比率は、小数点以下第２位を四捨五入しているため、記載している比率の合計は 100％になりません。 



平成 26 年度泉区区民意識調査結果報告 

泉区では、区民の皆さまに、今後の区政の参考とさせていただくため、区政に対する考えや意

見などを把握する調査を実施しました。定住意向、日常行動、行政への要望等について、泉区内

にお住まいの 20 歳以上の方 3,000 人を対象に調査を行い、1,588 人の方から回答を頂きました。 

このたび、調査結果がまとまりましたので、お知らせいたします。 

【調査の概要】 

◆調査対象：泉区内在住の 20 歳以上の男女無作為抽出 3,000 人

◆抽出方法：住民基本台帳から無作為抽出

◆調査方法：郵送によるアンケート形式

◆調査期間：平成 26 年 8 月 1 日～8 月 18 日

◆回収数 ：1,588 通（回収率 52.9％）

【トピックス】 

泉区への定住意向 

４人に３人が泉区に定住の意向。転出意向は 1 割 

今後特に力を入れていくべきは、 

20 歳代「保育・子育て支援」、70 歳以上「高齢者福祉保健」など、年代によ

る特徴 

地域の防災訓練への参加 

71.4％の人が重要だと考えるものの、参加は 25.6％ 

このほかにも、「居住地の印象」「困っていること」「意識と行動実態」「パーソントリップ」「買い物行

動」「地域での支え合い」「地域活動」「健康づくり」「高齢・障がい者福祉」「子育て」「青少年」「防災」

「広報・広聴関連」等の調査も実施しています。 

報告書・概要版等の調査結果に関する資料・データは、12 月 2 日以降、泉区ホームページでご

覧いただけます。 

区ホームページ：http://www.city.yokohama.lg.jp/izumi/02suishin/02kikaku/26chosa.html 

平成 26 年 12 月１日 
泉 区 区 政 推 進 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

裏 面 あ り

参　考
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【主な調査結果】 

泉区に「住み続ける」（38.5％）「たぶん住 

み続ける」（38.4％）がほぼ同率となっており、 

これらを合わせると 76.9％と、全体の４分の３ 

以上の人に定住意向があるという結果になり 

ました。また、「たぶん転居する」（8.0％）と「転 

居する」（2.3％）は合わせて約１割となってい 

ます。  

生活環境全般において、今後特に力を入れて進めていくべきことをお聞きし、世代別に集計したとこ

ろ、20 歳代、30 歳代では「保育など子育て支援や保護を要する児童への援助」、40 歳代では「生活道

路や歩道の整備」、50歳代では「病院や救急医療などの地域医療の充実」、60歳代、70歳代以上では

「高齢者福祉保健の充実」がそれぞれ最も高くなりました。 

項目（抜粋） 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 
70歳代

以上 

保育など子育て支援や保護を要する児童への援助 26.9% 26.1% 12.6% 9.8% 15.2% 6.1% 

生活道路や歩道の整備 16.0% 24.5% 25.5% 24.0% 23.2% 20.0% 

病院や救急医療などの地域医療の充実 16.0% 19.0% 24.1% 28.9% 22.9% 27.1% 

高齢者福祉保健の充実 10.1% 7.1% 9.7% 15.7% 24.5% 33.4% 

「防犯」、「防災」、「ごみ・資源物の減量」、「健康づくり」の各項目の取組について、「どの程度重要だ

と思うか（重要度）」と「どの程度取り組んでいるか（実践度）」をお聞きしました。比較的「重要度」の高い

取組についても一部に「実践度」との乖離が見られる取組がありました。 

お問合せ先 

泉区区政推進課長 金島  幸雄 Tel 045‐800‐2330 

・ ４人に３人が泉区に定住の意向

転出意向は 1 割 

・ 今後特に力を入れていくべきは、

20 歳代「保育・子育て支援」、70 歳以上「高齢者福祉保健」など、年代による特徴 

生活環境全般において今後特に力を入れて進めていくべきこと 

「そう思う」「どちらかといえばそう思う」の合計 

・ 地域の防災訓練への参加  71.4％の人が重要だと考えるものの、参加は 25.6％

生ごみの水切りをすること（ごみ・資源物の減量） 

定期的にがん検診を受けること（健康づくり） 

地域の防災訓練に参加すること（防災） 

子どもの見守り活動に参加すること（防犯） 

0   20  40   60    80％ 

上段：重要度   下段：実践度 

79.4 
66.6 

81.0 
42.1 

71.4 
25.6 

69.1 
19.0 

取組の重要度：「重要」「やや重要」の合計 

取組の実践度：「積極的に取り組んでいる」「比較的取り組んでいる」の合計 

泉区への定住意向 

住み続ける

38.5％ 

たぶん住み続ける

38.4％ 

たぶん転居する 
8.0％ 

転居する
2.3％ 

わからない・無回答 12.9％ 

※ 端数を四捨五入しているため、合計は 100％になりません。

※ 全 33 項目から 3 つ選択



道路整備事業の進捗状況と今後の取組について 

１ 道路の改良 

〇通学路の安全性の向上、市民生活やバス交通の利便性を図るため、現在泉区内では 

８路線を事業化し、歩道設置や交差点改良を行っています。 

〇中田第１２３号線は既に供用を開始しており、県道阿久和鎌倉（萩丸交差点）は 

令和２年３月に供用を開始する予定です。 

〇残る６路線については、引き続き地権者との用地取得交渉を進め、用地取得が 

完了次第、順次仮舗装による歩行者空間の確保や道路拡張工事を行っていきます。 

２ 都市計画道路の整備 

〇中田さちが丘線は、未整備区間と 

なっている岡津地区の約２７０ｍを 

開通させ、交通利便性の向上と周辺 

道路の渋滞緩和を図ります。 

〇現在、本格的に工事に着手しており、 

引き続き、道路局と連携しながら、 

令和２年度の全線供用を目指し整備 

を進めていきます。 

３ その他の事業 

〇道路局において、「東海道新幹線に架かる３橋梁の耐震補強工事」を進めており、 

令和６年度に工事が完了する予定です。 

〇また、「赤坂橋架替に伴う周辺道路の改良」の検討を進めており、県警及び地元 

との協議が整い次第、工事に着手していきます。 

中田第１２３号線 県道阿久和鎌倉（萩丸交差点） 

都市計画道路中田さちが丘線 

道路整備事業 位置図 

新幹線に架かる橋梁の 
耐震補強工事 

 (第二上飯田原橋、第
一柳明橋、第二柳明橋) 

【H29.9～R6.5】 
県道瀬谷柏尾(相模新橋地区) 

【H25.7～R5.3】 

宮沢第 306 号線(その 2) 
【H27.4～R2.3(延伸予定)】 

上飯田第 255 号線 
【H28.4～R4.3】 

県道阿久和鎌倉(萩丸交差点) 
【令和 2 年 3 月供用予定】 

権太坂和泉線(名瀬・岡津地区) 
【H13.4～R3.3(延伸予定)】 

上飯田第 354 号線 
【H28.4～R3.3(延伸予定)】 

赤坂橋 
【H13.4～R6.3】 

和泉町第 449 号線 
【H20.4～R2.3(延伸予定)】 

土木事務所発注工事 

道路局発注工事 

凡  例 

中田第 123 号線 
【令和元年 10 月供用】 

中田さちが丘線(岡津地区) 
【令和 2 年度供用予定】 

中田第 27 号線 
【H28.4～R3.3(供用予定)】 
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